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県議会報告 

2015 年 夏号 

我が会派の代表質問で述べましたよう

に、男女雇用機会均等法が制定されてから

本年で30年が経ちます。この間、多くの方々

の努力によって、さまざまな改善がはから

れてきたにもかかわらず、この均等法の施

行後に生まれ成人し社会人となった若い人

たちでさえ、いまなお、根強く残る性差別

や格差に直面しています。 

近年では、我が国の経済発展の阻害要因

として、国内企業における女性管理職比率

の低さが指摘されています。管理職に占め

る女性の割合は、2012年の時点で、アメリ

カで44％、フランスで39％、フイリピンで

48％と、半数近くを占めようという勢いで

すが、日本ではいまだ11％、約１割にとど

まっています。こうした女性人材が十分に

育成され活かされていないことが問題視さ

れるようになり、我が国でも思い切った変

革の必要性が強く認識されるようになって

きました。 
 

このような管理職への登用など女性の活

躍推進、およびそのための環境整備につき

ましては、これまですでに質問いたしまし

たので、今回は、労働環境の改善に絞って

４点、小川知事にお聞きします。 

少子化・人口減少対策との 

関連について 

ＯＥＣＤに加盟する先進34か国のデータ

によれば、今から45年前の1970年時点では、

女性の労働力率の高い国ほど出生率が低い

という傾向がありました。しかし、2000年

時点ではそれが逆転し、女性の労働力率が

高い国ほど出生率が高いという傾向がみら

れるようになりました。つまり、この30年

の間に，子どもを産み育てることと仕事の

両立が可能な社会環境を整えてきた先進国

においては、女性の労働力率を伸ばしなが

ら出生率も回復したということです。たと

えば、フランスでは、一時期出生率が1.65に

まで下がっていましたが、今では人口規模を

維持する目安の2.00にまで回復しています。 

一方、厚生労働省が先月５日（６月５日）

に発表した人口動態統計の最新値によれ

ば、我が国の昨年の出生数は前年よりおよ

そ２万人下回る100万3,532人。４年連続で過

去最少を更新しました。なかでも、第２子

の出生数は、前年の５分の１、２年前の12

分の１に落ち込み、「第２子の壁」がます

ます高くなってきていることが明らかとな

りました。第２子をためらう理由としては、

堤かなめ 県議会報告 2015年夏号 

女性の労働環境の改善について質問しました 

残暑お見舞い申し上げます 
 

いま国会では、「安全保障法制」の衆議院における強行採決や労働者保護ルールの見直しの

強行など、国民の声を聞こうとしない「数の力」による政治がつづいています。戦後70年間、

平和構築や人権確立にまい進してきた先人の皆さまの努力を無にしかねません。「平和国家」

としての日本のイメージを損ね、ひいては国際社会における信頼感の喪失にもなりかねないこ

のような動きは、断固として阻止していかねばなりません。私も地方から全力を注ぎます。 

さて、６月24日に６月定例会（※１）

において一般質問を行いましたので、ご

報告いたします。国の大きな動きに翻弄

されぬよう、県議会では地道に質問を重

ねて少しでも良い方向に動いていくよう

努力してまいります。   2015年８月 

福岡県議会議員 

堤 かなめ 
天神にて県内の女性議員と原中議員（中央区）で街頭活動（５月16日） 
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堤かなめ 県議会報告 2015年夏号 

 

第１子出産後に育休を取得したのに、再び取

ることへの懸念など、働き方をめぐる事情が

あるとされています。合計特殊出生率は、国全

体で1.42。本県では、1.46で、47都道府県で22

位と中位レベルでした。 

本県では、他県などからの人口流入による

社会増が、死亡数が出生数を上回る自然減を

カバーする形で人口がわずかに増加していま

すが、今後まもなく減少に転じると推計され

ています。知事は、人口減少に歯止めをかけ、

活力ある社会を維持することは、総力を挙げ

て取り組むべき重要な課題であると捉え、「福

岡県人口減少対策本部」を昨年11月に立ち上げ

るなど危機感をもって取り組まれています。 

そこで、知事にお聞きします。人口減少対

策、少子化対策としても、出生率の上昇につ

ながる労働環境の改善が重要であると考えま

すが、このことについてどのように認識され

ているのかお聞かせください。 

 

知事の答弁 

出生率の上昇につながる労働環境の

改善について 

●人口減少対策を進める上で、出生率の向上

は大変重要な課題である。このため県では、

若者が結婚や子育てに夢や希望をもち、子ど

もを安心して生み育てることができる社会づ

くりに向け、全庁を挙げて取組みを進めてい

るところ。 

●特に、雇用労働分野においては、若者の就

職支援や正規雇用の促進による経済的基盤の

確保、男性の育児休業の取得促進や長時間労働

の抑制による仕事と子育ての両立、といった労

働環境の改善が重要であると認識している。 

 

 

女性の継続就業について 

 

正社員として職を得ても、仕事と育児の両

立の見通しが立たず、第１子の妊娠や出産を

契機に女性の６割もが離職しています。その

場合、女性の所得は大きく変わってきます。

試算によれば、正社員として働き続けた場合

と、出産を機に非正規社員になった場合とで

は、生涯賃金にほぼ１億円もの違いが生じる

とのことです。この差額である１億円が子育

ての機会費用として、未婚化や晩婚化、出生

率の低下の大きな要因の一つとなっており、

先に述べました通り、人口減少など地方創生

にもかかわる深刻な問題をもたらすとされて

います。 

そのため政府が昨年12月に策定した「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、

第１子妊娠・出産前後の女性の継続就業率を

現状（2010年）の38％から、2020年までに55％

と、５年で17％引き上げるとしています。加

えて、長時間労働を抑制するため、週労働時

間60時間以上の雇用者の割合を現状（2013年）

の8.8％から2020年には５％に引き下げる、年

次有給休暇取得率を現状（2013年）の48.8％か

ら2020年には70％に引き上げるという数値目

標が設定され、適切かつ客観的に効果を検証

することも盛り込まれています。 

そこで知事は、女性の継続就業の状況をど

のように認識されているのか、また、本県に

おいて女性が妊娠・出産を経験しながら就業

を継続できる環境を整えるためにどのような

取組を今後行うのかお聞きします。 

 

知事の答弁 

本県における女性の継続就業について 

●平成22年（2010年）の国の調査によると、

第１子出産前後の女性の継続就業割合は38％

に止まっており、約６割の方が妊娠・出産を

機に退職する状況にある。 

女性が、妊娠・出産後もやめることなく、

それまでの雇用形態を維持して働き続けるこ

とができれば、その方の就労は安定し、培っ

てきたキャリアや経験を発揮して活躍するこ

とにもつながる。 

このことから、女性が仕事と子育てを両立

しながら働きつづけることができる労働環境

の整備は大変重要であると考えている。 

●県では、男女がともに子育てをしながら社

会で活躍できる環境づくりを目指し、「イク

メン講座」や「イクボス講座」の開催など、

男性の子育て応援事業にとりくんでいるとこ

ろ。 

●また、企業のトップ自らが従業員の仕事と

子育ての両立支援を宣言する「子育て応援宣

言企業」の登録拡大に取組み、結婚や妊娠や

出産をしても働き続けることができる職場づ

くりも進めている。 

宣言企業は現在5,121社を数え、これらの企

業においては、従業員の育児休業取得やノー

残業デーの推進、短時間勤務制度の導入など、

職場の実情に応じた取組みが進められている

が、今年度からは、さらに、男性の育児参加

を推進する取組みにも力を入れていく。 

●今後ともこうした取組みにより、女性が妊

娠・出産後も継続して働き続けることができ

る労働環境の整備に努めていく。 
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マタニティ・ハラスメント 

について 

この言葉は、働く女性が妊娠や出産を理由

に解雇や雇止めをされることや、職場で受け

るハラスメントを指します。2013年５月に日

本労働組合総連合会が実施した「マタニテ

ィ・ハラスメントに関する意識調査」の結果、

４人に１人もの女性が被害を受けた経験があ

ることが明らかとなり、この言葉が、社会に

広く知られるようになりました。昨年の新

語・流行語大賞では、略語である「マタハラ」

がトップ10に入選しています。 

このように認知が広がってきたこともあ

り、労働者からのマタニティ・ハラスメント

関連の相談が増えてきています。昨年度に全

国の労働局に寄せられた相談は、前年度より

147件増の3,591件でした。福岡県でも増加して

おり、福岡労働局雇用均等室におけるマタニ

ティ・ハラスメント関連の相談は、前年度よ

り35件増の140件でした。いうまでもなく、こ

れらの相談件数は、実際の被害件数の氷山の

一角に過ぎません。 

相談の増加を重く受け止めた厚生労働省は、

先月、より厳しい姿勢を企業に示すことで被害

を未然に防止するため、是正指導や勧告に従わ

ない悪質企業の企業名公表など指導を徹底す

る方針を決め、全国の労働局に指示しました。 

そこで、まず、県内におけるマタニティ・

ハラスメントの現状について、知事はどのよ

うに認識しているのかお聞きします。その上

で、女性の継続就業を促進するためにも、マ

タニティ・ハラスメントの根絶が急務と考え

ますが、知事は今後どのような対策を講じら

れるのかお聞きかせください。 

 

知事の答弁 

マタニティ・ハラスメントの現状認識と

今後の対策について 

●本県におけるマタニティ・ハラスメントに

関する相談件数は近年、増加してきている。 

妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱い

は、男女雇用機会均等法違反であることはも

ちろん、女性が希望を持って働くことを阻害

するものであると考えている。 

●県では、マタニティ・ハラスメントの問題

に対して、県内４か所に設置する労働者支援

事務所での労働相談において、関係法令に係

る助言などの支援を行っている。こうした取

組みに加え、今年度は企業や事業所の代表

者・人事担当者を対象にマタニティ・ハラス

メントをテーマに研修会を開催することとし

ている。 

また、子育て応援宣言のサイトにおいて、

マタニティ・ハラスメントに関する制度説明

や事例紹介の内容を拡充することとしている。 

●こうした取組みに加え、今年度は企業や事

業所の代表者・人事担当者を対象にマタニテ

ィ・ハラスメントをテーマに研修会を開催す

ることとしている。また、子育て応援宣言の

サイトにおいて、マタニティ・ハラスメント

に関する制度説明や事例紹介の内容を拡充す

ることとしている。 

 

 

男性への働きかけについて 

 

女性が働きやすい職場にするためには、男

性の意識が変わることが不可欠であり、男性

に対する積極的な働きかけが重要です。男性

の４割強は、事情が許せば育児休業を取得し

たいとの希望を持っているという調査結果も

あります（※２）。この点につきましては、

昨年12月５日、我が会派の田辺議員が質問し、

「子育て応援宣言企業」における男性職員の

育児休業取得率の把握など新たな取組みにつ

ながりました。12月27日には、先に述べた「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定

され、男性の育児休業取得率が、重要業績評

価指標の一つとして盛り込まれ、現状（2013

年）の2.03％から、2020年には13％にまで引き

上げることが明記されました。 

北九州市では、2013年度に６％だった男性

職員の育児休業や育児短時間勤務制度等の取

得率について、2019年度までに20％にまで引

き上げるとする数値目標が設定されていま

す。また同市では、市の管理職、課長級以上

の全員である約560人が５月19日に「イクボス

宣言」をし、育児休業を取りやすい環境づく

りなどの取組みが始まっています。 

本県においては、仕事と子育ての両立を支

援する施策として「子育て応援宣言企業」の

拡大に取り組んでおられます。そして今後は、

この取組みの中で男性の育児参加などにも重

点を置き実施すると聞いております。 

そこで、知事にお聞きします。子育て応援

宣言企業の取組みの中で男性の育児休業取得

率を上げていくために今後どのような取組み

をされるのかお聞かせください。また、県職

員の育児休業の取得率についても意欲的な数

値目標を掲げ、その達成に向けた取組みを確

実に行うべきであると考えますが、知事のお

考えをお聞かせください。 

堤かなめ 県議会報告 2015年夏号 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※２ 平成18年国民生活白書 

http://www5.cao.go.jp/ 

seikatsu/whitepaper/ 
h18/01_honpen/html/ 

06sh020203.html 
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知事の答弁 

男性の育児休業取得率を向上させる

ための取組みについて 

●平成25年度に実施した県の調査では、本県民

間企業の男性の育児休業取得率は、0.6％に止

まっており、男性の育児休業取得を促進する取

組みを強化していく必要があると考えている。 

●このため、子育て応援企業において、今年度

から新たに、宣言書や広報チラシに「男性の

育児参加」を取組み事項として明示し、男性

の育児参加に積極的に取り組んでもらえるよ

う、働きかけを行っていくこととしたところ。 

●加えて、子育て応援宣言の優良企業知事表彰

において、「男性の育児参加促進」の取組みを

表彰基準に追加し、説教的に顕彰していく。 

●さらに、男性が育児参加しやすい職場づく

りの参考となるよう、先進的な企業の取組み

事例や活用できる制度、関係法令などを盛り

込んだ手引きを新たに作成し、宣言企業をは

じめ県内企業に配布することとしている。 

 

 

男性職員の育児休業等の取得について 

●県では、次世代育成支援対策推進法に基づ

き、事業主としての行動計画を策定し、特に

男性職員の育児を促進する観点から、知事部

局における男性職員の育児休職等の取得率に

ついて、数値目標を設定している。 

●昨年度までの計画における数値目標５％に

対し、平成26年（2014年）度実績は、この目

標値を上回る7.6％。今年度策定した新たな計

画では、31年度までに15％以上という数値目

標を掲げている。これは、昨年度実績の約２

倍に相当する高い目標であると考えている。 

●男性職員が育児休業等を取得しやすい環境

づくりのため、これまでもリーフレットや庁

内ウェブ等による、育児に関して男性職員が

取得できる休暇や休業制度等の周知、研修等

を通じた、管理職をはじめとする職員全体の

意識醸成、子どもが生まれる男性職員とその

上司による出産・育児に係る休暇等の計画策

定等に取り組んできた。 

 

 堤かなめの指摘と要望 

「子育て応援宣言企業」についての取組み

についてお答えがありました。本県における

宣言企業の女性の育児休業取得率は96.2％で

すが、この数値には、育児休業を取る前に、

妊娠がわかって退職した女性は含まれていま

せん。全国的には、第１子の妊娠・出産を機

に６割もの女性が仕事を辞める状況は、均等

法後のこの30年ほとんど変わっていないこと

が把握されていますが、本県でも、より適切

な指標として、妊娠判明時からの継続就業率

を把握し、女性の労働環境改善の評価指標とす

べきであることを指摘させていただきます。 

また、働く女性の６割が非正規雇用であ

り、その中には、ひとり親で子育てをしてい

る方も多くおられますが、非正規雇用の方々

が働く職場の大半には、そもそも育児休業制

度がありません。このような、活躍したくて

もなかなか活躍できない環境に置かれてい

る方々の状況の改善を最優先にすべき考え

ます。すなわち、同一価値労働同一賃金の導

入や最低賃金の引き上げなどによる格差是

正や貧困の解消、阻害要因となるハラスメン

ト、DV、性暴力の根絶であり、つまりは、

我が会派が代表質問で質しました男女共同

参画社会の実現です。吉村代表が厳しく指摘

しましたように、行政推進会議を通じて、県

民幸福度日本一を掲げる小川知事にふさわ

しい、より強力なインセンティブの付与など

意識啓発にとどまらない実効性のある日本

一の第４次計画を策定するのみならず、行政

推進会議の場を通じて、全庁あげて全力で包

括的に取り組んでいただきますよう心より

要望いたしまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

堤かなめプロフィール（旧姓：吉田） 

 

太宰府小、牛頸小、大野南小、大野中卒、 

筑紫丘高校卒（31回生、バスケット部主将） 

九州大学文学部英語学英文学専攻卒業 

1983 ＫＤＤ国際電信電話株式会社勤務 

1991 九州大学大学院修士課程修了（社会学） 

1993 九州国際大学講師 

1995 カロリンスカ研究所（スウェーデン）客員研究員 

1997 NPO法人アジア女性センター設立（女性と子どもの支援） 

2000 NPO法人福岡ジェンダー研究所設立（男女共同参画の推進） 

2001 九州国際大学教授 

2002 サリー・ローハンプトン大学（イギリス）客員教授 

2005 九州女子大学教授 

2009 九州大学大学院 人間環境学府非常勤講師 

2010 参議院議員選挙（福岡選挙区）１７６，１４９票獲得 

2011 福岡県議会議員選挙（福岡市博多区選挙区）初当選 

2015 福岡県議会議員選挙（福岡市博多区選挙区）再選 

 

堤かなめ事務所の助っ人 
「博多均子」の編集後記 

 

この報告書の編集も終盤にさ

しかかった８月28日、女性管理職

の割合に数値目標の設定などを

義務付ける「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法

律」（女性活躍推進法）が参院本

会議で自民、民主、公明各党など

の賛成多数で可決され、成立し

ました。 

安倍政権のもと、女性活躍に

関するさまざまな対策がまるで花

火のように打ち上げられています

が、なんだか違う方向に向かって

いるこのもやもやした感じ…この

法律だって、そりゃないよりはある

ほうがマシです。 

しかし、活躍が期待されている

のは、ある程度の規模の企業の

正社員の女性。女性の半数以上

を占める非正規労働者はまるで

「蚊帳の外」。「女女格差」と呼ば

れる女性同士の格差を広げるこ

とになりかねません。 

「ないよりもマシ」レベルの法律

ですが、すべての女性が活躍する

礎としていくためには施行後の

「監視」が必要です。あるものを上

手く活用していく策を考えていき

ましょう。（はかた なおこ） 

 

 

堤かなめ事務所 

博多区東公園に事務所を移転しました。ご来所の際は、事前にご連絡ください。 

092-409-0077          092-409-0088          http://www.kaname2010.org 

４ 


